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依頼者

〒 

住所

TEL

１．　水道法第３４条の２第２項の規定に基づく「簡易専用水道」の定期検査を申込みます。

名　称

所在地

設置者

管理者

ｍ
3

ｍ
3

〒 

宛名

住所

･事務等連絡先 ･連絡事項

氏名

TEL FAX

簡易専用水道　提出書類検査　依頼申込書

指定請求書 有 ・ 無

建築物用途

受水槽 有効容量

FAX

請求書宛名

成績書 送付先　　宛名

成績書 送付先　　住所

高架水槽

建 築 物

建築物 使用開始年月日

記入用書類
送付先



　　社団法人 京都微生物研究所　 様

     水道法第34条の2第2項に基づく検査を受けるため､

      簡易専用水道の管理の状況を示す書類を提出します｡

平成 年 月 日

簡易専用水道 設置者 氏名　 印　　

住所　

 免状番号 第 号
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　月

 氏　　名

有 効 容 量

・半地下式

材　　  質

ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼板製･SUS製

･FRP製･その他（　 　）

日  水槽の掃除の実施年月日

材　　  質設置場所

屋　内・屋　外

高
置
水
槽

有 効 容 量

ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼板製･SUS製

･FRP製･その他（　 　）

  １日平均の使用水量

地上式・地下式

形　　式

屋　内・屋　外

平成

設置場所
受
水
槽

年

  揚 水 管 の 管 径

  建 築 物 の 用 途

　建 築 物 の 名 称

　建築物の所在場所

 建築物環境衛生管理技術者



維持管理状況検査表 No.1
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通気管の管径は通気管として十分な有効
断面積を有するものであること。

管端部からほこりその他衛生上有害なも
のが入らない状態にあること。

管端部の防虫網が確認でき正常であるこ
と。また、防虫網の網目の大きさは小動
物等の侵入を防ぐのに十分なものである
こと。

管端部と排水管の流入口等とは直接連結
されておらず、その間隔は逆流防止に十
分な距離であること。

マンホール面は、槽上面から衛生上有効
に立ち上がっていること。

管端部からほこりその他衛生上有害なも
のが入らない状態にあること。

管端部と排水管の流入口等とは直接連結
されておらず、その間隔は逆流防止に十
分な距離であること。

管端部の防虫網が確認でき正常であるこ
と。また、防虫網の網目の大きさは小動
物等の侵入を防ぐのに十分なものである
こと。

排水口空間（管端部から排水管の流入口
等との間隔）は逆流防止に十分な距離で

管端部と排水管の流入口等とは直接連結
されて

通気管の管径は通気管として十分な有効
断面積を有するもので

防虫網の網目の大きさは小動物等の侵入
を防ぐのに十分なもので

オーバーフロー管管端部の点検が容易で

ふた（裏面を含む）にさびや藻が

防虫網は（さびや破損がなく）正常で

管端部の防虫網が確認

通気管は固定されており下向き構造で

排水口空間（管端部から排水管の流入口
等との間隔）は逆流防止に十分な距離で

管端部と排水管の流入口等とは直接連結
されて

防虫網の網目の大きさは小動物等の侵入
を防ぐのに十分なもので

防虫網は（さびや破損がなく）正常で

管端部の防虫網が確認

水槽の直接上部には水を汚染するおそれ
のある設備､機器等が置かれていないこ
と。

受水槽本
体の状態

受水槽上
部の状態

水位電極部,揚水管等の接合部は,固定さ
れ防水密閉されて

雨水等が入り込む開口部や接合部のすき
間が

水槽の直接上部には水を汚染するおそれ
のある設備､機器等が置かれて

ふたの直接上部（空間）には他の設備機
器等が置かれて

ほこりその他衛生上有害なものが堆積し
て

上部は水たまりができない状態で

水槽の周
囲

の状態

点検,清掃,修理等に支障のない空間が確
保されていること。

清潔であり、ごみ、汚物等が置かれてい
ないこと。
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観
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受
　
　
水
　
　
槽
　
）

内部の点検,清掃,修理等に支障のない形
状であること。

亀裂、漏水箇所がないこと。

雨水等が入り込む開口部や接合部のすき
間がないこと。
水位電極部,揚水管等の接合部は,固定さ
れ防水密閉されていること。

水槽上部は水たまりができない状態であ
り、ほこりその他衛生上有害なものが堆
積していないこと。

水槽のふたの直接上部には他の設備機器
等が置かれていないこと。

底面まで透き通って

受水口と揚水口が近接して

漏水箇所が

点検,清掃,修理等に支障のない空間が確
保されて

フロー管

の状態

通気管の
状態

水抜管の
状態

検査事項 判　定　基　準　等 検  査  項  目

受水槽内
部の状態

汚でい,赤さび等の沈積物、槽内壁や内部
構造物の汚れ、塗装の剥離等が異常に存
在せず、また、掃除が定期的に行われて
いることが明らかであること。

水槽周辺にたまり水、ゆう水等がないこ
と。

清潔で

まわりにごみ,汚物等が置かれて

水槽周辺にたまり水（排水を含む）,ゆう
水が
内部の点検,清掃,修理等に支障のない形
状で

槽内部塗装の剥離が異常に存在して

槽内壁や内部構造物の汚れが異常に存在
して

藻,虫の発生が

ある

泥,砂,赤さびが異常に存在して

亀裂箇所が

オーバー

上水以外の配管設備が

外壁塗装の劣化等により光が透過する状
態になって

油膜や悪臭の発生が

マンホー
ルの状態

当該施設以外の配管設備が設置されてい
ないこと。
受水口と揚水口が近接していないこと。

水中及び水面に異常な浮遊物質が認めら
れないこと。

外壁塗装の劣化等により光が透過する状
態になっていないこと。

ふたが防水密閉型のものであってほこり
その他衛生上有害なものが入らないもの
であり、点検等を行う者以外の者が容易
に開閉できないものであること。

マンホール面は、槽上面から衛生上有効
に立ち上がって

マンホールに施錠して

ほこりその他衛生上有害なものが入らな
いもので

ふたが防水密閉型で

留意事項
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